
①居宅サービス
②地域密着型サービス を利用した場合（要支援１・２、要介護１～５共通）

③施設サービスを利用した場合
（介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）については原則要介護3以上、その他の施設サービスについては要介護１～５）

介護保険サービスを利用したときは、利用者負担割合＊に応じたサービス費用を支払います。
サービス費用以外に食費・部屋代を負担します。食費・部屋代などは、利用する時の契約
により決まるため、事業者ごとに異なります。

サービス費用

サービス費用

サービス費用

サービス費用
訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護
訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導など

サービス費用介護医療院

＊利用者負担割合は情-32ページを参照してください。

保険分の

サービスの利用者負担について

●介護保険負担割合証（負担割合証）

令和８年７月中に送付します。
（更新のためのお手続きは不要です。）

令和8年７月末まで有効な
負担割合証をお持ちの方で、
引き続き要介護（要支援）
認定等を受けている方

新たに要介護（要支援）
認定等を受けた方

認定決定時に、介護保険証と
一緒に送付します。

　利用者負担割合を証する書類として、利用している介護サービス事業所など
に、介護保険証と一緒に提示する必要があります。

第１号被保険者（65歳以上）のうち、一定以上の所得がある方の利用者負担割合は、２割または３割になります。
ただし、１か月の利用者負担には上限額（※）がありますので、必ずしも負担が２倍または３倍になるわけではありません。
※上限額は情-35ページの「自己負担の上限額（月額）」を参照してください。

サービスの利用者負担について

※２　公的年金等収入額…情-7ページ「保険料について」の※２を参照してください。
※３　その他の合計所得金額･･･情-7ページ「保険料について」の※３を参照してください。

●利用者負担割合の判定

2割

3割

1割

割合 基　準

以下の①～⑥のいずれかに該当する方
①本人が市民税非課税
②本人の合計所得金額(※1)が160万円未満
③本人の合計所得金額が160万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす
ア．世帯に第１号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額（※２）
＋その他の合計所得金額（※３）」の合計が280万円未満

イ．世帯に第１号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第１号被保険者の
　「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が346万円未満

④生活保護等受給者
⑤旧措置入所者(平成12年4月1日以前から、市町村の措置により特別養護老人ホームに入所している方)
⑥第２号被保険者(40歳～64歳の方)

以下の①または②に該当する方
①１割に該当しない方のうち、本人の合計所得金額が220万円未満
②本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす
ア．世帯に第１号被保険者が本人しかいない場合で、本人の「公的年金等収入額＋
その他の合計所得金額」の合計が280万円以上340万円未満

イ．世帯に第１号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第１号被保険者の
　「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が346万円以上463万円未満

本人の合計所得金額が220万円以上で、次のアまたはイの条件を満たす方
ア．世帯に第１号被保険者が本人しかいない場合で、
本人の「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が340万円以上

イ．世帯に第１号被保険者が本人を含めて複数いる場合で、世帯の第１号被保険者の
　「公的年金等収入額＋その他の合計所得金額」の合計が463万円以上

以下の基準で判定します。

※１　合計所得金額…税法上の合計所得金額（前年の収入金額から必要経費等に相当する額を差し引いた金額で、税法上の各
種所得控除や上場株式等の譲渡損失に係る繰越控除などは行う前の金額）から、公的年金等控除額等の
見直しによる影響を考慮し、さらに土地や建物の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額を差し
引いた金額をいいます。なお、マイナスの場合は、０円として計算します。

サ
ー
ビ
ス
の
利
用
者
負
担
に
つ
い
て



次のうちどれかに該当しますか？
・市民税非課税　 ・生活保護等受給者　 ・旧措置入所者
・合計所得金額が160万円未満　　　　 ・第2号被保険者

あなたを含め、第1号被保険者全員の
「公的年金等収入額＋その他の合計所得
金額」の合計が346万円未満

あなたの
「公的年金等収入額＋その他の合計所得
金額」の合計が280万円未満

あなたの合計所得金額が220万円
以上で、あなたを含め、
第1号被保険者全員の 「公的年金等
収入額＋その他の合計所得金額」の
合計が463万円以上

あなたの合計所得金額が220万円
以上で、 「公的年金等収入額＋その他
の合計所得金額」の合計が340万円
以上

世帯の第1号被保険者はあなただけですか？

毎年８月１日を基準に利用者負担割合の判定を行います。
※世帯の第１号被保険者（65歳以上）の人数や、市民税の課税状況及び収入額等の変更時にも判定を行います。

はい

はい

はい いいえ はい いいえ

いいえ

1割です。

1割です。

はい

3割です。

いいえ

2割です。

はい

3割です。

いいえ

2割です。

1割です。

いいえ

サービスの利用者負担について

第三者（加害者）の行為が原因により介護が必要になった場合には、被害者に過失がない
限り、必要となった介護費用は加害者が負担するのが原則です。介護保険サービスを利用した
場合、被害者が「第三者の行為に係る届出書」を提出することで、横浜市が被害者に代わり、
加害者に介護費用の保険給付分を請求することになります。

交通事故や傷害事件等、第三者（加害者）の行為が原因により介護保険のサービスを利用す
る場合は、「第三者の行為に係る届出書」を必ず提出してください。
届出には、警察の交通事故証明書等も必要となりますので、お早めに区役所保険年金課にご
相談ください。

なることがあります。

サービスの利用者負担について
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